
● 自動車など（廃自動車を含む）の処理および保管
● 再生資源物の処理、集積または貯蔵 
● 他の場所への搬出を目的とする土砂などの一時
　 的な堆積
● 資材置場
＊開発、建築行為がなくても対象となります。

　野天作業場などにより周辺の農地や住環境へ影響を及ぼさないようにするため、こ
れまでの条例対象となる行為（※下記参照）に加え、以下の新たな手続きや対応などを
義務付けることで本市の適正な土地利用を図っていくことを目的とします。 

① 次の行為をする場合、事業用地の大きさに関係なく地域住民などへ周知および意
　 見聴取が必要になります。  

② 上記の行為をするには、市が定める基準を満たしていることを、市に申し出する 
　 ことが義務付けられます。なお、事業中も基準を満たす必要があります。
③ 当該行為が市が定める基準を満たしていないときまたは満たさなくなったとき　 
　 は、市は事業者に対し必要な措置を講ずるよう助言し、または指導します。 

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

元
立
田
南
部
小
学
校
校
長
の
鈴
木
勝
彦
氏

（
大
治
町
）が
瑞
宝
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま

し
た
。

氏
は
、多
年
に
わ
た
り
教
育
の
発
展
に
尽

力
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、今
回
の
受
章

と
な
り
ま
し
た
。

1
月
1
日
か
ら
31
日
の
間
に
、市
外
に
お

住
ま
い
の
134
人
の
方
か
ら
総
額
347
万
7
千
円

を「
愛
西
市
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
」と
し

て
受
領
い
た
し
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
3
年
12
月
10
日
に
コ
ー
ユ
ー
レ
ン

テ
ィ
ア
株
式
会
社
様
よ
り
、市
事
業
に
役
立

て
て
く
だ
さ
い
と
現
金
80
万
円
の
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。ご
意
向
の
と
お
り
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

▼
募
集
場
所
／

藤
浪
駅
前
駐
車
場
　
募
集
台
数 

1
台

・所
在
　
　
諏
訪
町
中
杁
276
番
1
ほ
か

・使
用
料
　
1
台
1
か
月
6
千
円

▼
利
用
開
始
日
／
4
月
1
日(

金)
※

利
用
許
可
期
間
は
最
長
5
年

▼
申
し
込
み
／
3
月
14
日(

月)

〜
25
日(

金)

午
前
9
時
〜
午
後
5
時(

土
・
日
曜
日
、祝
日

を
除
く)

に
財
政
課
で
受
け
付
け
ま
す
。そ
の

際
、必
ず
車
検
証
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。申
請
書
は
窓
口
で
記
入
で
き
ま
す
。

▼
抽
選
／
3
月
28
日(

月) 

午
後
6
時
30
分 

市
役
所
南
館
1
階

▼
使
用
料
の
納
付
方
法
／
年
2
回
、納
付
書

で
前
納
し
て
く
だ
さ
い
。途
中
で
解
約
す
る

場
合
は
、還
付
請
求
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時
／
3
月
16
日（
水
）午
後
2
時
〜

▼
場
所
／
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
佐
屋
支
所

（
永
和
地
区
公
民
館
内
）

▼
募
集
要
件
／
60
歳
以
上
の
愛
西
市
民
で
、

心
身
と
も
に
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

外
国
人
の
方
を
対
象
に
、日
本
で
暮
ら
し

て
い
く
た
め
に
必
要
な「
日
本
語
に
よ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」の
習
得
を
目
指

す
教
室
で
す
。

▼
日
時
／
原
則
、毎
月
3
回
　
日
曜
日

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▼
場
所
／
文
化
会
館
2
階
　
美
術
実
習
室

▼
そ
の
他
／
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
状
況
次
第
で
は
、教
室
の
開
講
を
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

21
世
紀
の
子
ど
も
を
す
こ
や
か
に

―

子
育
ち
　
親
育
ち
　
共
育
ち―

親
子
サ
ー
ク
ル
、影
絵
、人
形
劇
、料
理
、体

操
、手
芸
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
交
流
し
て

い
ま
す
。

▼
申
し
込
み
／
3
月
3
日(

木)

　
午
前
11
時

か
ら
佐
屋
地
区
各
児
童
館
へ

▼
対
象
／
市
内
在
住
の
方

☞

母
親
ク
ラ
ブ
と
は…

子
ど
も
達
の
健
や
か
な
成

長
を
願
い
、地
域
ぐ
る
み
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

す
る
組
織

市
に
お
け
る
環
境
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画
を

策
定
す
る
に
あ
た
り
、広
く
意
見
を
い
た
だ

く
た
め
、委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数
／
2
人

▼
応
募
資
格
／
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
方

・
市
内
在
住
、在
勤
ま
た
は
在
学
し
、令
和
4

年
4
月
1
日
現
在
、満
18
歳
以
上
の
方

・
平
日
に
開
催
す
る
愛
西
市
環
境
基
本
計
画

策
定
委
員
会
に
出
席
で
き
る
見
込
み
の
あ
る
方

・
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
に
委
嘱
お
よ
び

任
命
さ
れ
て
い
な
い
方

・市
の
議
会
議
員
お
よ
び
職
員
で
な
い
方

▼
任
期
／
令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で

▼
会
議
の
開
催
／
4
回
程
度

▼
報
酬
／
市
謝
金
等
支
払
基
準
に
よ
る
金
額

▼
応
募
締
切
／
3
月
25
日(

金)

必
着

▼
応
募
方
法
／
環
境
課
お
よ
び
各
支
所
に
設

置
さ
れ
て
い
る「
愛
西
市
審
議
会
等
公
募
委

員
申
込
書
」に
記
入
し
、環
境
課
へ
提
出

（
メ
ー
ル・郵
送・F
A
X
可
）

※

申
込
書
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
選
考
方
法
／
書
類
選
考（
結
果
は
応
募
者

全
員
に
通
知
）

▼
そ
の
他
／
提
出
い
た
だ
い
た
申
込
書
な
ど

は
返
却
し
ま
せ
ん
。会
議
は
、原
則
公
開
さ

れ
ま
す
の
で
、委
員
と
し
て
の
意
見
な
ど
は

公
表
さ
れ
ま
す
。

「愛西市開発行為等の周知に
 　　関する条例」が一部変わります。
（令和4年4月1日以降に用途を変更した土地が対象となります。） 

「愛西市開発行為等の周知に
 　　関する条例」が一部変わります。
（令和4年4月1日以降に用途を変更した土地が対象となります。） 

土地の区画や形状を変える開発・建築行為で、事業区域が1,000平方メートル以上のもの
（例：宅地造成、事業用造成、建築・特定工作物の設置など土地の区画や形状を変えるもの）  

都市計画課　☎（55）7126

〈　市　〉 申出内容について、市が定める基準を満たしていることを審査します。
  　　 　 助言もしくは指導に従わないときは、必要な措置をとるように勧告します。
〈事業者〉 事業の内容が基準に適合しない場合は、計画の見直しや変更が必要になります。  

広報あいさい 2022.3 8広報あいさい 2022.39

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

ハ
イ
!
119
番
で
す
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